
再就職援助計画の作成等（法第 24 条第１項、第２項） 

（１）事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくさ

れることが見込まれる事業規模の縮小等であって厚生労働省令で定めるものを行お

うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労

働者の再就職の援助のための措置に関する計画（以下「再就職援助計画」という。）

を作成しなければならない。 
（２）事業主は、（１）の規定により再就職援助計画を作成するに当たっては、当該再就

職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において

はその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者

の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更し

ようとするときも、同様とする。 

 
大量雇用変動の届出等（法第 27 条第１項） 

事業主は、その事業所における雇用量の変動（事業規模の縮小その他の理由により一定

期間内に相当数の離職者が発生することをいう。）であって、厚生労働省令で定める場合

に該当するもの（以下「大量雇用変動」という。）については、当該大量雇用変動の前に、

厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項

を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 
外国人雇用状況の届出等（法第 28 条） 

（１）事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合

には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その

他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。 
（２）（１）の規定による届出があったときは、国は、次に掲げる措置を講ずることによ

り、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものと

する。 
① 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験

等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。 
② 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する

再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと 等 
（３）国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、（１）の規定は、

適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を

雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところに

より、厚生労働大臣に通知するものとする。 

 


